様式第３号（第４条関係）
年　　　月　　　日

福　山　市　長　様

（申請者）　　　　　　　　　　　　　
住　所　　　　　　　　　　　　　　
名　前　　　　　　　　　　　　　㊞

誓約書

私は、福山市空家リノベーション事業補助金交付要綱（以下「要綱」という。）に基づく次の事項について同意して誓約します。

（１）空き家改修工事完了した日の翌日から同日以後５年以上（移住者にあっては、１０年以上）継続して居住すること
（２）実績報告後、５年以内（移住者にあっては、１０年以内）に当該空き家から転居した場合は、要綱第１６条の規定により、返還すること
（３）当該年度から５年後（移住者にあっては、１０年後）の年度末まで、当該世帯全員（親世帯と同居又は近居する場合にあっては、親世帯も含む）の居住実態を確認するために、福山市が住民情報を閲覧、収集すること
（４）交付要件に適合しているか調査するため、世帯の全員が暴力団員等でないことについて、広島県警察本部へ照会すること
（５）国又は地方公共団体から要綱に基づく補助対象工事と同一部位に対し補助金の交付申請を受けていないこと
（６）要綱及び福山市補助金交付規則の内容を理解し、市長の指示に従うこと 
（７）要綱第８条第１項の規定による補助金の交付の申請及びそれに伴う金銭の受領等の一切の行為について、全ての権利者から同意を得ていること
（８）要綱に違反したことにより紛争等が生じた場合、福山市からの求償に全額応じるなど、私が責任をもって解決すること
[bookmark: _GoBack]（９）以上の事項及び補助金交付条件に違反があったときは、速やかに市長に報告するとともに、要綱第１６条の規定に基づく返還命令に従い、補助金の全部又は一部を返還すること
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